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 かほ保育園 重要事項説明書  

 

１ 施設運営者 

 

名 称 社会福祉法人祥和会 

所 在 地 さいたま市緑区美園 4 丁目 5 番地２７ 

電 話 番 号 ０４８-８７８-１８８８ 

代 表 者 氏 名 理事長 石合 一賀 

 

２ 施設の目的及び運営の方針 

 

施 設 の 目 的 
保育を必要とする乳児及び幼児を日々受け入れ、保育事業を

おこなうことを目的とする。 

運 営 方 針 

・本園は、入所する乳児及び幼児の最善の利益を考慮し、そ

の福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の

場を提供するよう努めるものとする。 

・本園は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊

密な連携の下に、園児の状況や発達過程を踏まえ、養護及

び教育を一体的に行うものとする。 

・本園は、園児の属する家庭や地域との様々な社会資源との

連携を図りながら、園児の保護者に対する支援及び地域の

子育て家庭に対する支援及び地域の子育て家庭に対する

支援等を行うよう努めるものとする。 

・本園は、児童福祉法その他関係法令・通知等を遵守し、  

事業を実施するものとする。 

 

３ 提供する保育の内容 

 

名 称 かほ保育園 

所 在 地 吉川市美南 4-2-3 

電 話 番 号 ０４８-984-2501 

認 可 年 月 日 平成 24 年 3 月 31 日 

施 設 長 氏 名 大蔵由紀 

職 員 数 ３０人 

取扱う保育事業の種類 通常保育・延長保育 
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４ 職員の職種、員数及び職務の内容 

 

職 種 員 数 職 務 の 内 容 

統括園長 1 人 法人の職員及び業務の管理を一元的に行い、職員に対し法令等

を遵守させるため、必要な指揮命令を行うとともに、運営に必

要な書類を作成し、法人業務をつかさどる。 

施設長 １人 職員及び業務の管理を一元的に行い、職員に対し法令等を遵守

させるため、必要な指揮命令を行なうとともに、園児を全体的

に把握し、園務をつかさどる。 

主任保育士 １人 地域の保護者等に対する子育て支援を行うとともに、保育に従

事し、その計画立案実施記録及び家庭連絡等の業務を行う。園

長を補佐し、保育内容について他の保育士を総括する。 

保育士 18 人 

以上 

保育に従事し、その計画立案、実施、記録及び家庭連絡等の業

務を行う。 

保育補助 2 人 

以上 

保育資格勉強中の職員が保育のサポートをする。 

栄養士 1 人 園児の発達段階に応じ、0 歳児の離乳食、1～2 歳児の幼児食 

及び 3 歳児以上の幼児食に係る献立を作成し給食及びおやつ

を調理する。 

調理師 1 人 栄養士の作成した献立に基づき、給食及びおやつを調理する。 

調理員 2 人 栄養士の作成した献立に基づき、給食及びおやつを調理する。 

事務員 1 人 （庶務及び会計事務）処理について園長を補佐する。 

嘱託医 1 人 園児の健康管理業務を行う。 

嘱託歯科医 1 人 園児の歯科検診業務を行う。 

・各職員とも必要な場合は、他の職種の手伝いに入ります。 

 

５ 保育の提供を行う日及び時間・提供を行わない日 

 

開 所 日 月曜日から土曜日まで 

時 間 

保 育 標 準 

時 間 認 定 

７時００分から１８時００分まで 

延長保育は１８時００分から１９時００分まで 

保育短時間

認 定 

8 時 30 分から 16 時 30 分まで 

延長保育は、  7：0０～  8：3０までと 

１６：３０～１９：００まで 

土 曜 日 7 時 00 分から 18 時 00 分まで 

休 所 日 
標準時間  日曜日・祝祭日及び１２月２９日から１月３日まで 

その他緊急事態（伝染病・非常災害時）となった場合 短 時 間 
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６ 利用者負担その他の費用の種類、支払を求める理由及び金額 

 

種 類 理 由 ・ 金 額 

保 育 料 保育料はお住まいの各自治体が決定します。 

延 長 保 育 料 30 分 200 円・１時間 400 円 

月 極 延 長 保 育 料 

 

30 分延長…2000 円・１時間延長…3500 円 

保育園の終業時刻(月～金 19:00、土 18:00)を過ぎた

場合は時間内の延長とは別に 15 分当たり 700 円で上

限なし(開園時間外ですので、出来るだけ時間内にお迎

えに来られるようにして下さい)･公共機関の遅れに関わ

らず。但し、非常災害時は除く。 

実 費 徴 収 別   紙 

上 乗 せ 徴 収 別   紙 

 

７ 小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員 

 

年 齢 ０ 歳 児 １ 歳 児 ２ 歳 児 ３ 歳 児 ４ 歳 児 ５歳児 合 計 

定 員 6 人 16 人 17 人 17 人 17 人 17 人 90 人 

 

 

８ 施設の利用の開始及び終了に関する事項・利用に当たっての留意事項 

 

事    項 内 容 

欠席する場合 園児が欠席する場合は、8：30 までに連絡帳アプリを使っ

て、連絡をしてください 

送迎が遅れる場合 電話で、連絡してください。 

代理の方が、お迎えに

来られる場合。 

必ず、事前に連絡をしてください。 

嘱託医について 嘱託医は、年２回園児の健康診断を行うものとする。 

嘱託歯科医は、年 2 回園児の歯科検診を行うものとする。 

内科医：はすみクリニック 蓮見桂三先生 

 歯科医：豊田歯科医院 豊田静男先生 

投薬について 処方箋以外のお薬と解熱剤・吐き気止め・下痢止めは、 

原則としてお預かりできません。 

利用開始に関する事項 本園は市町村から保育の実施について、委託を受けた時は 

これに応じるものとする。 

利用の継続について 継続書類に記入し、提出してください。 
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利用終了時について 本園は以下の場合には保育の提供を終了するものとする。 

① 園児が小学校に就学したとき 

② 2 号認定子どもの保護者が、法令等に定める支給要件に 

  該当しなくなった時 

③ 3 号認定子どもの保護者が、法令等に定める支給要件に 

  該当しなくなった時 

④ 保護者から退園の申し出があったとき 

⑤ その他利用の継続について重大な支障又は困難が生じた 

  とき 

 

 

９ 緊急時等における対応方法 
 

（１）保育実施中に、容態の変化等があった場合は、あらかじめ保護者が指定した緊急

連絡先へ連絡をし、医療機関の連絡をとる、又は受診するなど必要な措置を講じ

ます。 

（２）保護者と連絡が取れない場合には、乳幼児の身体の安全を最優先させ、当保育所

が責任を持って、しかるべき対処を行いますので、あらかじめ御了承ください。 

（３）保育中に次のような事態が起こった場合、お迎えをお願いする事があります。 

   お迎えが困難な場合や、緊急を要すると思われる場合は、医者に連れて行く 

   又は、救急車を呼ぶ等致します。 

① 体温が 37.5℃を超えた場合は、保護者に電話連絡を入れます。更に体温が 

上がるような場合はお迎えをお願いします。 

② 下痢や嘔吐で体調不良の場合。 

③ 保育中にケガをした場合は、保護者に電話連絡を入れてから医者に行きます。 

ケガが酷い場合などにはお迎えをお願いします。 

④ その他、保育を続けるのに不安がある場合はお迎えをお願いします。 

 

 

１０ 非常災害対策 

 

消 防 計 画 作 成 

（ 変 更 ） 届 出 書 

吉川消防署  令和 ３年６月に届出 

防火管理者  氏名 大蔵由紀 

避 難 訓 練 
火災及び地震を想定した避難訓練・消火訓練（月１回）を実

施します。 

防 災 設 備 
自動火災報知機・ガス漏れ報知機・非常警報装置・非常用電

源・誘導灯・その他、カーテン、敷物、建具等の防炎処理 

避 難 場 所 
第１避難場所・・・中曽根小学校 

第２避難場所・・・美南小学校 
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※次のような事態が起こった、または予定された場合、休園や保育時間の短縮をお願い

する場合があります。 

 ① 自然災害(台風・大雨・大雪など)により「高齢者等避難」（レベル３）あるいは 

それ以上の避難情報が保育園のある地域に発表された場合。 

② JR 等により、鉄道等の路線の「運休計画」が発表された場合。 

③ 電気、ガス、水道等の供給に支障があり、保育園の運営に支障がある場合。 

④ その他、保育の実施が困難な事態が発生した場合。 

 

★災害発生時は広域避難場所などに避難する場合もあります。玄関に張り紙をしますので、 

ご確認ください。緊急連絡票に名前が書いてある方にお子さんをお渡しします。 

電話もほとんど通じませんのでお迎えに来られる方にお知らせして下さい。 

園児の安全、職員の安全を確保して、保育園の運営を続けていくためにご協力をお願いします。 

 

 １１ 虐待の防止のための措置に関する事項 

 

（１）設置者及び職員は当該児童の心身に有害な影響を与える行為は一切行いません。 

 

（２）児童虐待の防止等に関する法律第５条、第 6 条に基づき児童虐待の早期発見に努

め、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、速やかに関係機関に通

告します。 

 

（３）児童虐待の防止、早期発見のための知識と技術を習得するために、毎年虐待研修

に職員派遣、受講させています。 

 

１２ その他保育施設の運営に関する重要事項 

 

事 項 内  容 

年間行事計画  入園のしおりをご覧ください 

食事の提供  入園のしおりをご覧ください 

職員の研修 

 

各常勤職員が、年に１～２回保育園業務に必要な 

研修を受ける。 

 

損害賠償保険への加入 

 

保育園総合保険制度に加入・ 

傷害保険・主催行事参加者傷害保険・賠償責任保険 

個人情報漏洩対応保険 

保育内容に対する相

談・苦情窓口・個人人情

報の取扱 

 

職員全て、ご意見を賜りますが、責任者を設けて有りま

す。責任者：園長 

又、社会性や客観性の確保、特性などに配慮した対応を

推進するため、第三者委員を設置しています。 

個人情報の取り扱い 園内に掲示してあります。 
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 解決のための第三者委員について 

（１）第三者委員 主任児童委員 浅見 洋子 

     電 話 048（982）3298  

（２）第三者委員 主任児童委員 石黒 麻奈美 

     電 話 048（983）9082 

 

別表 

 

１ 保育の提供に要する実費に係る利用者負担金 主食費 1,100 円・副食費 6,400 円 

  ・２号認定を受けた子どもに係る給食費（3.4.5 歳クラス給食費） 

１ヶ月 7,500 円（副食費が国、吉川市等から支給される方は主食費として 1,100 円） 

・日本スポーツ振興センター加入    掛け金 年間 240 円（ R6 年度現在 ） 

  

2 保育の提供に要する実費負担額 

0.1.2 歳児、布団レンタル代 １ヶ月       ３３０円 

年間教材費  

運動会・発表会・夏祭りプレゼント 

持ち帰り製作（こいのぼり・七夕・クリス

マス・おひな様・保育参観持ち帰り） 

0 歳  2,300 円 ・ 1 歳 2,700 円 

2 歳 3,000 円 ・ 3 歳 3,500 円 

4 歳 3,900 円 ・ 5 歳 4,700 円 

4 歳 ｷｯｺｰﾏﾝしょうゆ工場見学 

5 歳 明治みるく館工場見学 

吉川市なまりんバス無料・燃料費のみ実費 

吉川市なまりんバス無料・燃料費のみ実費 

（年２回無料でバスが利用できます） 

0 歳 たれ付きカラー帽子 1,100 円（3 学期に購入します。） 

1 歳 スモック １着 1,８00 円（3 学期に購入します。） 

2 歳 体操着 実費（運動会前に購入します。） 

3 歳 おたより帳・おたよりシール・のり・

自由画帳・クレヨン・粘土・粘土ケース・

粘土ベラ・粘土板 

おたより帳   380 円 

おたよりシール 290 円 

自由画帳    350 円 

のり      135 円 

クレヨン    665 円 

粘土      275 円 

粘土ケース   280 円 

粘土ベラ    275 円 

粘土板     370 円 

4・5 歳 おたより帳・おたよりシール 

     自由画帳・粘土 

おたより帳   380 円 

おたよりシール 290 円 

自由画帳    350 円 

粘土      275 円 
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５歳 卒園準備金 

  （令和 6 年度は 3,760 円） 

賞状・賞状筒・卒園文集・卒園記念品・ 

コサージュ・写真・花代 

5 歳 卒園遠足 実費を集金します。 

 

 

3 上乗せ徴収額 

 

① リトミック指導 

 

実施理由：ピアノや歌に合わせて身体を動かすことの楽しさを知る。 

 

対象年齢：0・1・2 歳児クラス 

 

月 1 回  月 7,000 円 

0.1.2 歳 40 人で 1 人あたり 175 円になります。 

5 月から 3 月(１年間)で月 175 円の負担になります。 

前期(5～9 月分) 875 円、後期(10～3 月分) 1,050 円集金します。 

0 才は 5 月やらないので、前期(6～9 月分)は、700 円集金となります。 

② 英語指導 

 

実施理由：簡単な挨拶、物や色の名前、曜日の名前等を絵本や音楽を通して覚え、 

英語の発音に慣れるため。 

 

対象年齢：3・4・5 歳児クラス 

 

月 2 回  月 25,000 円 

3.4.5 歳 52 人で 1 人あたり月 480 円になります。 

4 月から 3 月（1 年間）で月 480 円の負担になります。 

前期(4～9 月分) 2,880 円、後期(10～3 月分) 2,880 円集金します。 
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③ 音楽・楽器指導 

 

実施理由：リズム感・音感を養い、音楽の素養を身につけるため。 

5 歳は和太鼓の練習を通じ、日本の伝統の心を育む。 

 

対象年齢：4・5 歳児クラス 

 

月 1 回  月 38,500 円 

（鍵盤ハーモ二カ・和太鼓・楽器演奏）  

4.5 歳３4 人で 1 人あたり月 1,130 円になります。 

4 月から 3 月（1 年間）で月 1,130 円の負担になります。 

前期(4～9 月分) 6,780 円、後期(10～3 月分) 6,780 円集金します。 

④ 茶道指導 

 

実施理由：日本の心を養い、落ち着いた習慣を身につけるため。 

 

対象年齢：5 歳児クラス 

 

月 1 回（年 12 回）  月 7,000 円 園負担 

4 月から 3 月実施の予定です。 

 

⑤体操指導 

 

実施理由：体を動かすことの楽しさを知り、バランス感覚や瞬発力、 

柔軟性を養うため。 

 

対象年齢：4・５歳児クラス 

 （鉄棒・組体操・マット運動・縄跳びなど） 

 

月 1 回（年 12 回） 1 回 16,000 円  園負担 

4 月から 3 月実施の予定です。 

 

 


